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璽藤総主:比三: 学会録事 I

1 学会事務局の移転のお知らせ

1995年 10月 l日より，会員管理担当の学会事務局 された。出席学会は穏生物学会，地物地理・ 分類学会，

が移転しました。会員異動， ~\fI~~tのパックナンバー， 植物分類地理学会，地衣類研究会，日本菌学会，日本

雑誌の不着などに関するお問い合わせは，以下の宛先 シダ学会，日本植物分類学会，日本蘇苔類学会，日本

にお願いいたします。 Ji，ii~類学会であった 。 お互いの学会の会員構成や学会大

会の|時期などに関する情報交換を行った後，会員名簿

〒305 茨城県つくば市天久保4ートl の共同作成，所属していない学会大会での発表の機会

国立科学博物館植物研究部 をお互いに与える問題や学会の大会を共同で開催する

北山 太樹 といった提案に対する討論がおこなわれた。それぞれ

TEL: 0298-53四8975(ダイヤルイン) の提案について国有の問題が指摘され，すぐに結論の

FAX: 0298-53・8401 出せる問題ではないことから，引き続き検討していく

ことになった。次回の表記会議の開催は 3月に神戸の

2. 植物分類学関連学会連絡会報告 予定。本件に関してご意見のある方は庶務幹事(堀口)

第二回の会合が 1995年9月28日金沢大学にて開催 までご連絡ください。

日本藻類学会々則

第 l粂本会は日本諜類学会と称する。

第2条 本会は族学の進歩普及を図り ，併せて会員相

互の連絡並に親|陸を図ることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

l 総会の開催(年 l回)

2. ;i事類に関する研究会，講習会，採集会等の開催

3. 定期刊行物の発刊

4 その他前条の目的を達するために必要な事業

第4条本会の事務所は会長が適当と認める場所に置く 。

第5粂 本会の事業年度は l月 l日に始まり，同年 12

月31日に終わる。

第6条 会員は次の 5磁とする。

1. 普通会員(国内会員) (藻類に関心をもち，本会

の趣旨に賛同する日本に在住する個人で，役員

会の承認するもの)

2 普通会員(外国会員) (藻類に|刻心をもち，本会

の趣旨に賛同する海外に在住する個人で，役員

会の*認するもの)

3 団体会員 (本会の趣旨に賛同する団体で，役員会

の承認するもの)

4. 名誉会員 o築学の発達に貢献があり ，本会の趣旨

に賛同する個人で，役員会の抗日与するもの)

5 賛助会員(本会の趣旨に賛同し，賛助会員会費を

納入する個人又は団体で，役員会の推薦するもの。

第7条本会に入会するには，住所，氏名 (団体名)，職業

を記入した入会申込書を会長に差し出すものとする。

第8条

1. 囲内会員は毎年会費 7，∞o円 (学生は 5，∞o円)を

前納するものとする。但し，名誉会員(次条に定

める名替会長を含む)は会費を要しない。外国会

員の会資は6'αm円 (年間)とする。会長の承認を

得た外国人留学生は帰国前に学生会貨の10年分を

前納することが出来る。団体会員の会費は 12，∞o
円とする。1'i助会員の会費は l口20，'αm円とする。

2. 本会の趣旨に賛同する個人又は団体は，本会に

寄付金又は物品を寄付する事が出来る。寄付さ

れた金品の使途は，第 IL粂に定める評議員会で

決定する。

第9条本会には次の役員を置く 。

会長 l名幹事若干名評議員若干名

会計監事 2名

役員の任期は 2年とし重任することが出来る。但

し，会長と評議員はひき続き3期選出されることは

出来ない。役員選出の規定は別に定める(付則第 l

条~第4条)。本会に名誉会長を置くことが出来る。

第 10条 会長は会を代表し，会務の全体を統べる。幹

!J~は会長の )J. を受けて日常の会務を行う 。 会言 | 監

事は前年度の決算財産の状況などを監資する。

第11条 評議員は評議員会を構成し，会の要務に|均し

会長の諮問にあずかる。評議員会は会長が召集し，
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また文書を もって，これに代えることが出来る。 各地区 l名とし，会員数が50名越える地区では

第 12条 50名までごに l名を加える。

l 本会は定期刊行物 rPhycologicalResearchJ及び 2 総会において会長が会員中より若干名を推薦す

「藻類jをそれぞれ年4回及び3回刊行し，会員 る。但し，その数は全評員の 1/3を越えることは

に無料で頒布する。 出来ない。

2. rPhycological R巴searchJ及び「藻類jの編集・刊 地区割りは次の 8地区とする。北海道地区，東

行のために編集委員会を置く 。 北地区， I拘束地区，東京地区，中部地区 (三重県

3. 編集委員会の構成 ・運営などについては別に定 を含む)，近畿地区，中国四園地区，九州地区

める内規による。 (沖縄を含む)。

(付則) 第3条 会長，幹事及び会計幹事は評議員を兼任する

第 l粂会長は圏内在住の全会員の投薬により ，会員 ことは出来ない。

の互選で定める(その際評議只会は参考のため若 第4条 会長及び地区選出の評議員に欠員が~じた場

干名の候補者を推薦する事が出来る)。幹事は会長 合は，前任者の残余Jm問次点者をも って充当する。

が会員中よりこれを指名委嘱する。会計監事は評 第5粂 会員が rl菜類」のパックナンノミーを求めると

議員会の協議により会員中から選び総会において きは各号 1，750円とし，非会員の「議類jの予約購

承認を受ける。 読料は各号 3，000円とする。

第2条 評議員選出は次の二方法による。 第6条 本会則は 1996年 l月l日より改正施行する。

l 各地区別に会員中より選出される。その定員は

会員異動 j
新入会
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住所変更・勤務先名称変更・電話番号変更
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言卜 報

本会会員 梅崎勇氏は去る 1995年10月2日逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。

日本藻類学会




